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 国民健康保険税の賦課  

 

１ 保険税の賦課 

 

⑴ 保険税額の決まり方 

保険税の額は、その年に予測される国保事業に要する費用の総額から、受診の

際に患者が負担する分と国などの負担金を除いた額を、税として加入者から徴収

する分です。 

 

ア 保険税の構成 

保険税は次の三つにより構成されています。 

(ｱ) 医療給付費分（医療分） ----- 医療機関に支払う診療報酬分 

(ｲ) 後期高齢者支援金分○
（支援分） 

----- 
 

後期高齢者医療制度を支えるために各医療
保険者が納める分 

(ｳ) 介護納付金分（介護分） ----- 40歳から64歳までの方の介護保険料相当分 

 

イ 賦課割合（応能・応益原則） 

国保の保険税においては、応能原則（負担能力に応じた負担）と応益原則（受

益に応じた負担）が採り入れられており、この２つの原則を組み合わせて応能

負担と応益負担に相当する項目に賦課総額を配分します。 

この配分方式には、以下のような方法及び標準割合が示されています。 

区分 
応能負担 応益負担 

所得割総額 均等割総額 平等割総額 

医療分 50% 35% 15% 

支援分 50% 35% 15% 

介護分 50% 50% － 

医療分、支援分、介護分を合算しています。 

 

⑵ 税率について 

令和２年度の税率 

区分 所得割額 均等割額 平等割額 
課 税 

限度額 

医 療 分 6.30% 20,400 円 15,600 円 630,000 円 

支 援 分 2.50% 7,800 円 6,600 円 190,000 円 

介 護 分 1.85% 12,600 円 ― 170,000 円 

※ 所得割額は被保険者の総所得金額等から住民税の基礎控除額（33 万円）を

控除した金額に税率を乗じて計算しています。 

資料 No.２ 
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⑶ 均等割と平等割の減額 

世帯主及び被保険者の所得の合計が一定額以下の場合、「均等割額」及び「平

等割額」を減額します。 

ア 現行の減額基準 

軽減割合 総所得金額等の合計額 （軽減判定の基準所得） 

７割 基礎控除額 (33 万円 )以下  

５割 基礎控除額＋被保険者数×28.5 万円以下  

２割 基礎控除額＋被保険者数×52 万円以下  

※ 65歳以上の年金所得のある者は、総所得金額の合計額から15万円を控除し 

た額が基準所得となります。 

 

イ 令和３年度以後の減額基準 

軽減割合 総所得金額等の合計額 （軽減判定の基準所得） 

７割 基礎控除額 (43 万円 )＋10 万円×（給与所得者等の数-１） 

５割 基礎控除額＋被保険者数×28.5 万円＋10 万円×（給与所得者等の数-１） 

２割 基礎控除額＋被保険者数×52 万円＋10 万円×（給与所得者等の数-１） 

※ 65歳以上の年金所得のある者は、総所得金額の合計額から15万円を控除し 

た額が基準所得となります。 

 

⑷ 後期高齢者医療制度創設に伴う保険税の減額など 

平成20年４月以降、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に移行し、新制度の保

険料を納めることになりました。それに伴って、国民健康保険に引き続き加入す

る方や新たに被保険者となる方の保険税負担が急に増えることのないように、保

険税の減額や軽減判定を行います。 

 

ア 平等割の減額 

75歳以上の方が後期高齢者医療へ移行することで国保の被保険者が１人に

なる場合、５年間は平等割を半額に、６年目から８年目までの間は４分の１軽

減します。 

 

イ 軽減判定 

均等割・平等割の軽減を受けている世帯について、75歳以上の方が後期高齢

者医療へ移行することで被保険者数が減少しても、旧国保被保険者（後期高齢

者医療へ移行前は国民健康保険の被保険者だった方）の所得及び人数も含め

て軽減判定を行います。これにより軽減基準に該当すれば、これまでと同様の

軽減が受けられます。 
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ウ 被用者保険の被扶養者であった者に対する保険税の減額 

75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療に移行することで、その被扶

養者だった65歳以上の方（旧被扶養者）が新たに国保の被保険者となり、保険

税を納めることになった場合、次の減額措置を行います。 

(ｱ) 所得割の課税を免除 

(ｲ) ７割又は５割の軽減に該当しない場合  

   ・ 旧被扶養者に係る均等割を半額とする。  

   ・ 旧被扶養者のみで構成される世帯の平等割を半額とする。  

   ※ (ｲ)については、国保加入後２年間のみの措置  

 

⑸ 非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減  

雇用主の都合により離職（非自発的失業）をし、国民健康保険へ加入す

る方について、前年の給与所得金額を 30/100として国民健康保険税を算

定します。 

軽減期間は、離職日の翌日の属する年度の翌年度末までです。 

 

⑹ 保険税の納付方法 

納付方法  納付回数  対象世帯  

 

特別徴収 

 

６ 回 
 

4､6､8､10､12､2月 

の年金支給月 

 次のいずれにも該当する世帯 

・介護保険が年金から天引きされている 

・世帯主が国民健康保険の被保険者である 

 ・被保険者全員が 65歳～75歳未満 

 ・世帯主が年額 18 万円以上の年金を受給している 
 
 ・国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金受
給額の 1/2 を超えない 

 

普通徴収 

 

 

９回  
 

７月（集合第２期）
～ 

３月（集合第10期） 

 上記以外の世帯 

 

※ 令和３年度から普通徴収の納付回数が変更になる予定です。 

納付回数 

10回 
 

６月（集合第１期） 
～                

３月（集合第 10 期） 

 

世帯主の年金 

から天引き 

 

納付書又は 

口座振替 
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２ 令和２年度賦課状況（令和 2 年 7 月 1 日現在 本算定） 

 

 

３ 令和元年度収納率                  

 

（１）医療分 （単位：％・人・世帯）

税率（円） 税率（円）

人数 人数

20,400 15,600

8,400 5,623

世帯数

被保険者数

3,597

5,256

（２）支援分

税率（円） 税率（円）

人数 人数

7,800 6,600

8,400 5,623

世帯数

被保険者数

3,597

5,256

（３）介護分

税率（円） 税率（円）

人数 人数

12,600

2,223

世帯数

被保険者数

1,073

1,189
676 103 0

1.85 25,217 25,872

42,823

51,089

低所得者軽減 限度額超過額

軽減額
（Ｂ）

世帯数
軽減額
（Ｃ）

7,364 10

その他軽減

世帯数
軽減額
（Ｄ）

7 123

端数処理
（Ｅ）

減免税額
（Ｆ）

4,590 241 77

所得割額 均等割額 平等割額
算出税額
（Ａ）税率 税額 税額 税額

966 2,922

2.5 100,565 63,246 35,999

161,133

199,810

低所得者軽減 限度額超過額
端数処理
（Ｅ）

減免税額
（Ｆ）

調定額
(A)-(B)-(C)-
(D)-(E)-(F)

軽減額
（Ｂ）

世帯数
軽減額
（Ｃ）

30,847 51

所得割額 均等割額 平等割額
算出税額
（Ａ）税率 税額 税額 税額

77,892 412,0721941976,61120 965 6,695

所得割額 均等割額

低所得者軽減 限度額超過額

165,4136.3 253,159

税額税率

軽減額
（Ｂ）

世帯数
軽減額
（Ｃ）

85,089

税額 税額

その他軽減

世帯数
軽減額
（Ｄ）

調定額
(A)-(B)-(C)-
(D)-(E)-(F)

平等割額
算出税額
（Ａ）

減免税額
（Ｆ）

調定額
(A)-(B)-(C)-
(D)-(E)-(F)

503,661

端数処理
（Ｅ）

その他軽減

世帯数
軽減額
（Ｄ）

 国民健康保険税 （単位：千円・％）

予算額 調定済額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率
前年度
収納率

699,121 837,489 773,264 1,383 62,842 92.3 92.7

現年度分 682,221 775,179 759,667 0 15,512 98.0 97.9

滞納繰越分 16,900 62,310 13,597 1,383 47,330 21.8 27.8

合　　計

区分


